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建議書 

 
 当審議会においては、21 世紀に向けて揺るぎのない医療保険制度を確立していくため、

昨年 9 月より制度全般にわたる検討に着手した。検討すべき課題は多岐にわたるが、当面、

全体に共通する基本的な課題として「公的医療保険の役割」及び「保険給付の範囲・内容」

を中心に審議を行うこととし、本年 6 月にはそれまでの検討内容についての「中間まとめ」

を取りまとめた。 
 その後、この「中間まとめ」を踏まえて審議を行ってきたが、今般、保険給付の範囲・

内容の見直しについての審議の結果を、厚生省組織令第 94 条第 1 項の規定に基づき、下

記のとおり建議する。 
 なお、「給付と負担の公平」を始め残された検討課題については、今後引き続き当審議会

において検討を進めていくこととしている。 
 
 
Ⅰ．基本的な考え方 
（1）公的医療保険は、疾病や負傷について必要な医療を提供し、国民が健やかで安心で

きる生活を送るための基盤として機能しており、21 世紀に向けて今後とも国民皆保険

体制を維持しつつ、国民に良質かつ適切な医療を効率的かつ安定的に供給していくこと

が求められている。 
（2）ところで、我が国の医療を取り巻く状況は、疾病構造が感染症中心から成人病中心

に変化し、入院サービスにおける生活関連部分の比重が増大するとともに、国民生活水

準の向上に伴い、医療サービスに対する国民のニーズは多様化、高度化してきている。

一方、国民医療費は毎年 1 兆円以上増加しているが、このことは、赤ちゃんからお年

寄りまでのすべての国民にとって毎年 1 人 1 万円程度の医療費の負担増となっている

状況が続いていることを意味している。そしてこうした状況は、医療費適正化の努力は



当然としてもなお、人口の高齢化の進展や医学・医療の進歩により今後とも避けられな

いものと考えられる。 
   このような状況の中で、公的医療保険の給付については、疾病リスクに対する経済的

な不安の解消という医療保険の基本的な役割を維持しつつ、必要な医療を満たすととも

に、サービスの質の向上や患者ニーズの多様化への対応という新たな課題にどのように

対応していくかが重要な課題となっている。 
   公的医療保険の給付は、従来、画一的で定型的なものとして設計されてきた。国民の

多様なニーズに応じながら、良質かつ適切な医療を確保していくために、サービスの利

用者として患者の選択の幅を拡大し、サービスの質の向上を図っていけるようにするこ

とが求められている。あわせて、患者がニーズに合った選択と意向の反映ができるよう、

関連する情報の提供が適切に行われるようにすることも必要である。 
（3）疾病リスクに対する経済的な不安の解消と、サービスの質の向上という、保険給付

の二つの基本的な課題にこたえていくためには、これを賄うための財源が必要であり、

それは最終的には保険料、税又は患者の自己負担のいずれかに求めていかざるを得ない。

しかしながら、人口の高齢化の進展等に伴い今後とも医療や年金等の社会保障に要する

費用の増加が避けられない中で、国民の保険料や税の負担を適度な範囲にとどめていく

ことが必要となっている。 
   このため、保険給付の範囲・内容を見直すに当たっては、国民の共通の財産とも言え

る保険料財源等を基本としつつ、それにどこまで依存し、どこまで自己負担に委ねるか

という観点に立って、提供するサービスの種類や内容に応じた財源の組合せを検討して

いく必要がある。 
   その際、医療費の一層の適正化と疾病予防や健康づくりのための施策の推進に努めて

いくとともに、効率性という観点から、優先度や緊急度の高いものへ保険財源を重点的

に投入していくことが適当である。また、医療と保健、福祉との境界領域が拡大する中

で、公平性の観点から、制度間、保険者間、施設・在宅間における給付と負担の格差の

是正を図っていく必要がある。さらに、医療サービスを提供する医療機関等の経営の安

定にも配慮していくことが必要である。 
 
Ⅱ．見直しの方向・内容 

以上のような基本的な考え方に立って、公的医療保険の給付の範囲・内容について逐次

見直しを行っていく必要がある。当面は、以下に述べるとおり、疾病リスクに対する経済

的な不安の解消と患者ニーズに対応したサービスの質の向上という観点から、今日重要な

課題となっている付添看護・介護や在宅医療、あるいは入院時の食事や、病室等について、

これらを一体のものとして保険給付の在り方を見直していくことが適当である。 
 また、平均寿命の伸長等に伴い、老後において寝たきり等の要介護状態になることへの

不安はますます増大してきていることから、こうした国民の不安を解消するための介護サ



ービス体系の確立について、早急に検討が進められる必要がある。 
 さらに、現金給付や保健福祉施設事業について社会経済の状況に対応した施策の展開を

図るとともに、薬剤等に係る給付の在り方について更に検討を進めていく必要がある。 
 なお、これらの課題には、当審議会だけではなく、他の審議会等における検討を待って

実施に移されるものも少なくなく、関係審議会等において積極的な検討が進められること

を期待する。 
 
1．付添看護・介護に係る給付の改革 
  基準看護を実施していない病院に入院した場合には、患者が付添婦等を雇わざるを得な

いことが少なくなく、サービスの質の確保の上で問題があるほか、患者の費用負担が重く

なっているという問題もある。また、基準看護を実施している病院においても介護の面で

必要なサービスが提供されていない場合もあるとの指摘がある。このような現状を改革し、

患者が人間的で良質な医療を安心して受けられるようにすることは緊急の課題であり、中

央社会保険医療協議会診療報酬基本問題小委員会の報告書（平成 5 年 9 月 24 日）でも、

基準看護等の三基準の検討と見直しの一環として指摘されている。 
  こうした問題の背景には、マンパワー不足も指摘されており、人材の確保のための施策

を一層推進するとともに、病院における看護・介護サービスについて、サービスの質の確

保や病院における実施体制の状況にも十分留意しながら、保険給付の見直しを行い、付添

婦等による付添いを必要としない看護・介護体制を早急に確立していくべきであり、これ

に伴って、療養費払いによる付添看護・介護に係る給付については廃止していくことが適

当である。 
  なお、いわゆるお世話料等の不適正な保険外負担についても、その解消が図られるよう、

今後とも保険医療機関等に対する指導や監督の適正な実施に努めていくべきである。 
 
2．在宅医療の推進 
  我が国においては従来より、医療を提供する場として、病院等の医療機関が中心となっ

てきたが、疾病構造の変化等に伴い、在宅での療養に対するニーズが高まってきている。 
  このため、国民が安心して在宅療養できるよう、訪問看護等の在宅医療を推進するとと

もに、急病時における往診等の即応機能や適切な医療機関への紹介機能等のかかりつけ医

師機能が発揮されていく必要があり、こうした観点から、在宅医療について保険給付の充

実と医療・看護サービス体制の一層の整備を図っていくべきである。 
  特に、訪問看護については、寝たきり老人等について訪問看護ステーションを利用した

事業が実施されており、これらの者の在宅療養に大きな役割を果たしていることから、こ

うした事業を一般にも拡大し、難病等の患者に対する在宅医療を推進していくことが適当

である。 
  また、在宅での療養生活を支援する観点から、保健福祉施設事業においても、他制度と



の連携を図りつつ、福祉や介護の機器の提供等に係るサービスの実施に取り組んでいくこ

とが適当である。 
 
3．入院時の食事に係る給付の見直し 
  入院時の食事は入院医療に不可欠な要素として重要な役割を果たしている。しかしなが

ら、国民の生活水準の向上に伴い、質の向上や患者の選択の幅の拡大といったニーズが高

まっており、画一的で、市場原理が働きにくい現行の保険給付の仕組みではこうした変化

に適切に対応していくには限界があることから、患者に対する情報提供の確保に努めなが

ら、給付の在り方を見直し、医療機関側のサービス改善の努力を促していくことが必要で

ある。 
  また、食費については入院、在宅等に共通する費用であるが、入院と在宅等における費

用負担が不整合、不均衡となっている。 
  以上のような観点から、入院時における食事については、引き続き保険給付の対象とし

ながら、低所得者への配慮や栄養士による栄養管理等に対する適切な配慮を前提としつつ、

患者のニーズに対応したサービスの提供が図られるよう、平均的な家計における食費を勘

案した相応の費用を患者が支払う提供方式とすることが妥当である。 
  また、入院時の食事に係る給付方式の見直しに併せて、メニューの多様化や配膳時間の

改善、病院における食堂の整備等、サービスの向上が図られるよう、条件整備が進められ

る必要がある。 
  なお、若干の委員から、入院時の食事に係る給付方式の見直しについて、慎重な取扱い

を求める意見が述べられた。 
 
4．療養環境等に係るサービスの向上 
  病室等の療養環境については、患者のニーズが多様化、高度化してきているが、民間の

医療機関を中心として施設に余裕がないところが少なくなく、大部屋等では患者のプライ

バシーの確保が問題になるなど、良好な療養環境の確保が求められている。また、予約診

療や時間外診療等に対する患者のニーズも高まっている。 
  こうしたニーズに対応していくためには、今後とも保険給付の充実を図っていくことは

当然であるが、患者白身の選択になじむサービスについては、患者に対する十分な情報提

供を前提としつつ、それに応じた適切な自己負担を求めていくことが必要である。このた

め、個室等の特別な病室や予約診療等について特定療養費制度の活用が図られていく必要

があり、前述した中央社会保険医療協議会の報告書においても、こうした方向に沿った特

定療養費制度の活用が指摘されている。 
  また、こうした保険給付における対応とあわせて、病室の個室化や面積の拡大、療養上

必要な設備の改善等を通じて医療機関の療養環境の改善を図っていく必要があり、そのた

めには公的な助成や融資等により民間の医療機関の療養環境改善の努力を支援していく



ことが必要である。 
  なお、特定療養費制度のうち、高度先進医療に係るものについても、医療技術の有効性

や安全性等に十分配慮しつつ、今後ともその活用を図っていくことが適当である。 
 
5．薬剤に係る給付の見直し 
  我が国の薬剤費の国民医療費に占める割合は欧米諸国に比べ高くなっているなどとし

て、薬剤の使い過ぎがあるとの指摘もある。 
  また、保険給付の対象となっている薬剤の中には、薬局や薬店で販売されている一般用

医薬品と成分や効能等がほとんど同じものが含まれており、負担の公平性や保険給付とし

ての優先度といった点で問題が指摘されている。 
  このため、薬剤に対するコスト意識を喚起することなどにより薬剤が有効かつ適切に使

用されるよう、医薬分業の推進や薬局の整備、患者や医療機関に対する啓発、指導の充実

を図るとともに、諸外国における方策も参考にして、一般用医薬品類似医薬品の保険制度

上の取扱いも含め、保険給付の在り方について、中央社会保険医療協議会との連携の下に

専門的な検討の場を設けるなどして、更に検討を進めていく必要がある。 
 
6．介護サービス体系の確立 
  介護サービスについては、人口の高齢化の進展に伴い、今後ますます増大していくこと

が予想される。しかし、現状においては、介護に係る在宅サービスが十分でないために、

家庭における介護の負担が重くなっている。施設サービスについても措置制度により一般

の国民には利用しづらくなっているなどの問題が指摘されている。また、医療保険サイド

においてもいわゆる社会的入院といった問題が指摘されている。 
  このため、21 世紀の本格的な高齢社会に向けて、各制度の役割分担等社会保障制度全

般にわたる課題として、介護サービス体系の確立について早急に検討が進められる必要が

ある。 
 
7．その他 
（1）現金給付 
    出産や育児に関する現金給付については、子供が健やかに生まれ育つための環境づく

りという観点から、一時金についての給付の包括化を図り、その充実を図ることが適当

である。 
    また、傷病手当金や出産手当金については、傷病や出産を事由とする休業給との関係

について実態を把握するとともに、給付の在り方について更に検討を進めていく必要が

ある。 
（2）療養費 
    現在療養費払いとなっている柔道整復、はり、きゅう、あん摩・マッサージについて



は、療養費の支給の適正化を進めるとともに、その医療上の役割や保険制度における位

置付け、給付の仕組みについて、専門的な観点から検討を行う場を設ける必要がある。 
（3）保健福祉施設事業 
    疾病構造が成人病中心に変化してきていることなどから、疾病の予防や健康づくりが

重要になってきているが、こうした面への各保険者の果たすべき役割には極めて大きな

ものがある。しかしながら、現状では、各保険者の規模、財政力、加入者の構成等の問

題もあり、その取組には相当の差異があり、全体としては必ずしも効果的なものとなっ

ていないとの指摘もある。 
    各保険者において、他制度との連携を図りながら、人間ドック等疾病の予防や健康づ

くりに重点を置いた保健福祉施設事業の積極的な展開に努めていくべきことはもちろ

んのことであるが、医療保険制度としても、一層効果的な取組を促進する仕組みについ

て、更に検討を進めていく必要がある。 
 
 

医療保険審議会建議についての宮澤健一会長の談話 
平成 5 年 12 月 8 日 

 
医療保険審議会は、21 世紀に向けて揺るぎのない医療保険制度を確立していくため、昨

年 9 月に従来の社会保険審議会を発展的に改組して発足いたしまして、以来、二十数回に

わたる審議を経て、本日、多岐にわたる検討項目のうち、当面早急に取り組むべきものと

して「保険給付の範囲・内容の見直し」に関して、建議をとりまとめるに至りました。 
 この間、審議会の各委員には、この問題について熱心に御審議をいただき、会長として

感謝申し上げたいと存じます。 
 今日我が国において、公的医療保険制度は、疾病や負傷について必要な医療を提供し、

国民が健やかで安心できる生活を送るための基盤として重要な役割を果たしております。

しかしながら、医療を取り巻く状況は大きく変化しております。こうした中で、公的医療

保険の給付が、疾病リスクに対する経済的な不安の解消」という従来からの課題と、「サー

ビスの質の向上や患者ニーズの多様化への対応」という新しい課題の、この二つの課題に

どのように対応していくべきかが重要となっております。 
このような観点から、保険給付の各項目について見直しを行った結果、当面、今日重要

な課題となっている付添看護・介護や、在宅医療、あるいは入院時の食事等について、こ

れらを一体のものとして給付の在り方を見直し、サービスの質の向上を図っていくことが

適当であるとの結論に達しました。 
 厚生大臣におかれましては、今般の建議の趣旨を最大限尊重して、迅速に具体的な制度

改正案の作成に当たられるとともに、関連する諸施策の一層の推進を図っていただくよう

期待する次第です。 


